
はじめに

2021 年 9 月、神奈川県立歴史博物館では、大正・
昭和期に活躍した在野研究者のフィールドノート
を、出典明記のみを条件に自由利用できる形（CC 
BY）でオンライン公開した。本稿ではその公開に至
る経緯や公開方針、具体的な公開方法を紹介する。

行政による今日的な文化財保護体制が確立する以
前、大学等の研究機関に加え、文化財に関する調査
研究や保護を支えたのは、全国各地に存在した在野
研究者たちであった 1）。彼らが残した記録には、そ
れぞれの地域を考えるとき、重要な価値が含まれる
ことも多い。一方、それらは個人の資料や記録であ
ることから、管理体制も一様ではなく、一次資料に
アクセスすることが容易でないケースもある。また
資料や情報が分散し、相互に参照されづらいことも
ある。本稿で紹介する『赤星直忠考古学研究資料』
も、まさにそのような状況にあった。

「この貴重な記録を広く活用されるようにしたい！
自分も使いたい！」

これが今回の公開に至るモチベーションである。

1．『赤星直忠考古学研究資料』とは

『赤星直忠考古学研究資料』は、大正〜昭和時代、
神奈川県の三浦半島を中心に考古学・歴史学・民俗
学等の調査を重ね、県域における文化財保護の黎明
期を築いた赤

あか

星
ほし

直
なお

忠
ただ

（1902〜1991年）のフィールド

ノートである（図1）。1922〜1952年に記されたもの
で、全 6 冊からなる。内容は多岐にわたるが、赤星
による調査の記録や草稿、写真、スケッチ等が含ま
れ、対象とする時代も先史から古代、中世、近世、近
現代と幅広い。今日では失われてしまった文化財に
関する記録も見られる。文化財に関する情報として
はもちろん、軍による検閲印が押印された遺跡写真

（例えば5巻p.151、図2）や戦後の「色の薄い」イン
ク（例えば 6 巻 p.60）等、赤星が活躍した時代を物
語る資料としての価値もあわせ持つ貴重な資料と言
える。現在は赤星直忠博士文化財資料館の所蔵 2）と
なっている。

赤星は膨大な調査記録やメモを残したが、その多
くは、生前、神奈川県立埋蔵文化財センターへ寄贈
され、「赤星ノート」として知られている 3）。一方、
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この度公開した『赤星直忠考古学研究資料』は、赤
星が亡くなるまで本人の手元で保管されていたもの
で、特に思い入れがあったものと伝わっている。こ
れまで、ごく一部が論文等で紹介されたことがある
が 4）、大部分は未公開である。

2．公開の経緯と経過

2018 〜 2020 年度、神奈川県立歴史博物館では県
費による研究プロジェクト「神奈川県域における大
正・昭和期の文化財保護・地域史研究と在野研究者
の関係性をめぐる研究」 5）を実施し、その一環として
赤星直忠に関する資料の所在調査、現状調査を行っ
た 6）。その上で、研究期間中に一定のまとまりとし
て整理でき、これまで未公開かつ重要な情報が含ま
れる資料として、当該ノートの整理を企画し、所蔵
者と協議のうえ、データ化等の作業を行った。

基礎整理として全ページをデジタル化し、見出し
の作成、ノートに記載された情報と関連する情報の
探索等を実施した。デジタル化にあたっては、見開
きごとの写真撮影に加え、貼付写真、詳細な図面に
ついてはスキャニングも実施した。手書き文字の書
き起こしも順次行った。

作業を進めながら、効果的な成果公開の方法とし
てオンライン公開を模索、具体的方法や課題を館内
で整理した。所蔵者とも数度にわたり協議し 7）、オ
ンライン公開の見通しが得られることとなった。

研究期間中に基礎データ作成、オンライン公開

のための権利処理等 8）の手続きまでを完了、公開用
データ整理等の作業を 2021 年度に継続して実施し、
2021年9月23日に公開した。

3．公開の方針

オンライン公開については、基本的な考え方とし
て以下のような方針で検討した。
［コンテンツ的側面］
・全ページを現状のまま公開する

→白紙ページもそのまま公開する。
・ノートとしての情報を極力減らさない。

→綴込や写真等貼付の状態等も分かるように。
・ ノートに含まれる情報と関連情報をつなぎ、公開

後の更新・充実も想定する。
・各権利者、関係者等への配慮を十分に行う。
［技術的側面］
・「公開技術」に自分の労力をなるべくかけない。

→ 既存技術を活かす方法で検討する。公開のた
めの新規システム開発等は行わない。その分
の労力・コストはコンテンツの充実に注ぐ。

・作る側、使う側ともに使いやすい技術を使用する。
［利便性的側面］
・ 利用者が使いやすい公開方法、使いたくなる利用

条件を模索する。
・ 充実した内容は前提として、利用条件は極力少な

く、省略可能な利用手続き等は極力省略する。
→運営の手間も削減できるように。

・ 公開ページが認知・検索されやすいようにする 9）。
［双方向的情報の側面］
・ 公開サイドの発信だけでなく、利用者が持つ情報

も反映させられるようにする。

4．公開の方法

冊子状のアナログ媒体をオンライン公開する方法
として、現状ではデータベース型、冊子データ（PDF）
型が一般的だが、それぞれにメリットと弱点がある
と感じている（表）。そのため、両方の方法で公開し、
使い方に応じて利用できるようにした。また、オンラ
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図2　�検閲印が押された写真（裏面）（第５巻p.151）�
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イン上で簡単に相互を参照しやすくできるよう工夫
し、それぞれの弱点を補うことを試みた。
（1）�データベース型「赤星直忠考古学研究資料デジ

タルアーカイブ」
全ページを見開きごとに閲覧できるデータベース

である（図 3）。各ページの見開き・部分画像に加
え、記載された遺跡名、人物名、文章等を項目ごと
に掲載する（図4）。資料のスケッチや写真がある場
合、当該資料の現在の所蔵機関や、当該ページを引
用・言及した文献等の情報も掲載する。情報は随時
更新する。見開きごとに詳細な内容を知りたい際に
はデータベース型が便利である。

公開には既存のオンラインデータベースシステム
「I.B.museum SaaS」（早稲田システム株式会社）を
使用した 10）。画像はダウンロード可能とし、一定の
条件のもとで自由に利用できるようにする（後述）。
画像形式はjpg、サイズは5〜10MBである。神奈川
県立歴史博物館が運営する。

（2）�冊子データ（PDF）型『赤星直忠考古学研究資料』
1冊ずつ、全ページがまとまったPDFデータであ

る（図 5）。見出し、人物名、キーワードとなる用
語を余白に記載し、一定の検索性を持たせた。電子
刊行物として神奈川県立歴史博物館・赤星直忠博士
文化財資料館名義で発行した。ページをめくりなが
らどんどん読み進めたいときにはこちらが便利であ
る。1 冊のファイルサイズは 60 〜 90MB である。な
お、印刷刊行はしていない。

全ページにデータベースの当該ページへのリンク
ボタン、QRコードを設置した。これにより、PCや
スマートフォン等で閲覧している際にはリンクボタ
ンから、印刷した際にはQRコードから、データベー
スの当該ページへ簡単にアクセスできる。

肝心のPDFファイル公開場所であるが、博物館の
ウェブサイト上に PDF ファイルを配置するだけで
は、なかなかアクセスされづらい。現在、文化財文
献データベースとして、多くの既存文献データベー
スと連携し、被検索性や運営側・利用者側の使い勝
手もよいシステムは「全国遺跡報告総覧」 11）であろ
う。神奈川県立歴史博物館では、2018年から同サイ
トで考古分野の刊行物を公開しており、そのメリッ
トを実感していた。そのため、今回の公開も「全国
遺跡報告総覧」の神奈川県立歴史博物館アカウント
から公開することとした。
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表　�筆者の考えるデータベース型公開と冊子データ型公開の
メリットと弱点

データベース型
メリット
・検索性の良さ
・関連情報を多く示せる
・情報更新・追記しやすい
・特定ページへのリンクが可能　等
弱点
・通覧性・閲覧性の悪さ
・通信環境による動作遅延　等

冊子データ型
メリット
・通覧性・閲覧性の良さ
・一度ダウンロードしたらオフラインでも閲覧できる
・まとめて印刷できる
・「刊行物」として発信できる（引用されやすい？）
・「冊子」感がある　等
弱点
・関連情報を付加しにくい
　　（付加するほど見づらくなる）
・特定ページへのリンクがしづらい
・閲覧にはまず全頁のダウンロードが必要　等

赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブ
https://jmapps.ne.jp/akahoshinaotada_digitalarchive/

『赤星直忠考古学研究資料　第１巻』PDF版（全国遺跡報告総覧）
https://sitereports.nabunken.go.jp/101887



5．非公開個所の抽出・対応

（1）非公開個所の抽出方針
公開方針で記したように、原則と

して全ページをそのまま公開するこ
とを重視したが、以下については非
公開とした。
・赤星直忠以外の著作物

→ ノートに貼付された赤星宛の
書簡等。権利処理が未了のた
め。

・個人に不利益となり得る情報 12）

　 個人住所（番地のみ非公開と
した）

　 資料のやり取りに関する記載
（「○○氏に貸したが返ってこ
ない」等）

・ノート所蔵機関の意向
（2）非公開個所の対応

非公開と判断した個所について
は、当該箇所をマスキングした上で
公開した。ただ、「何をマスキングし
たのか」がまったく分からないと研
究資料としての価値が減じてしまう
ため、見出し程度の概要を記してお
くこととした（例えば「著作権保護
のためマスキング・○○氏からの手
紙」等）。

また、赤星以外による記述であっ
ても、著作物とは判断されない文章

（文頭の挨拶文や事実記載のみの文
章等）はマスキングしていない。

6．�画像の公開方針および利
用条件

（1）画像の公開・利用条件の方針
赤星直忠考古学研究資料に記され

た情報は、神奈川県域の文化財に関
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図3　「赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブ」トップページ

図4　「赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブ」詳細画面



する基礎的・歴史的な重要な記録であり、公開の意
義は大きい。所蔵者も広く活用される形での公開を
希望している。また、公開後には、画像の利用希望
が相当数見込まれる。

しかし、神奈川県立歴史博物館の所蔵資料ではな
いため、神奈川県は利用に関する許認可権限を持た
ない 13）。一方で、所蔵者には現状でそれらの事務手
続きに対応するだけの人的・経済的余裕はない。

そのため、公開した画像の利用は、なるべく広く
活用されやすい条件としつつ、所蔵者・神奈川県立
歴史博物館・利用希望者の負担を極力減らしながら
運用可能な方法という方針で検討した。

ただ、資料の利用については神奈川県の許認可対
象外であっても、公的機関が公開する以上、最低限
のマナーを求める必要はあろう。また、より良い公
開方法を検討するため、利用状況の傾向もある程度

は把握したいところではある。
（2）画像の利用条件・利用状況把握

上記のような方針に則りつつ、現実的な運用方法
として以下の対応とした 14）。
○ 出典明記を条件に、手続き無く自由にダウンロー

ドし利用可能とする（＝CC BY 4.0 15））。
○公序良俗に反しない方法での利用をお願いする。
○以下の免責事項を明記する。

・ 利用者が本データベースを用いて行う一切の行
為（コンテンツを編集・加工等した情報を利用
することを含む）について、神奈川県立歴史博
物館および赤星直忠博士文化財資料館は何ら責
任を負わない。

・ 本ガイドラインおよび掲載コンテンツは、予告
なく変更、削除等が行われることがある。

○ 画像利用者に対して、可能な範囲で利用目的・方
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図5　�『赤星直忠考古学研究資料』PDF版（第１巻pp.52-53）�
右下のQRコードおよびリンクボタンから、デジタルアーカイブの同ページへアクセスが可能



法を教えてもらえるようお願いする。寄せられた
情報は神奈川県立歴史博物館でとりまとめ、随
時、所蔵者と共有する。

7．利用者の参加

公開にあたり必要な情報は整備したが、文字起こ
し（翻刻）や関連情報の探索等は継続的に更新をし
ていく予定である 16）。これらに関しては、利用者に
も参加・情報提供してもらうことで情報蓄積の推進
を図ると同時に、利用者が主体的に関わることので
きる双方向的なデジタルアーカイブを目指していき
たいと考えている 17）（図6）。

おわりに

本稿では『赤星直忠考古学研究資料』のオンライ
ン公開までの道のりを紹介した。しかし、デジタル
アーカイブは公開後も継続的なアップデートを図る

ことが肝要である。本アーカイブについても、赤星
関連資料の所蔵機関が公開している情報との照合、
ジャパンサーチをはじめとする他アーカイブとの連
携、情報提供の積極的呼びかけ等、より魅力的な
アーカイブを目指したい。

今回の公開が、これまでアクセスのハードルゆえ
に参照されることの少なかった過去の貴重な情報に
対し、再び光を当てるための一つの試みとして多少
なりとも資することがあれば幸甚である。

謝辞
赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブの公

開および本稿の執筆にあたり、赤星剣二氏、釼持輝
久氏、宇内正城氏、斎藤彦司氏、多田文夫氏、赤星直
忠博士文化財資料館には大変お世話になりました。
末筆ながら記して感謝申し上げます。
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図6　デジタルアーカイブへの参加の呼びかけ



【註】
１） 斎藤 忠 2000『郷土の好古家・考古学者たち―東日本

編―』雄山閣出版　等による。

２） 民法では「所有」「所有者」だが、文化財業界での慣

例にならい本稿では「所蔵」「所蔵者」を使用する。

３） 現在は神奈川県教育委員会生涯学習部文化遺産課が

保管。以下に目録が掲載されている。

神奈川県立埋蔵文化財センター編 1996 〜 1999『神奈

川県立埋蔵文化財センター　年報14〜年報18』

 　また、2004 年以来、かながわ考古学財団古墳時代

研究プロジェクトチームが「赤星ノート」に記載され

た古墳時代資料を継続的に紹介している。

かながわ考古学財団古墳時代研究プロジェクト2004〜

2021「考古学の先駆者　赤星直忠博士の軌跡（1）〜

（18）―通称「赤星ノート」の古墳時代資料紹介―」

『研究紀要　かながわの考古学』9〜26

４） これまで『赤星直忠考古学研究資料』を紹介したもの

として、例えば以下がある。

神奈川県立金沢文庫編 2005『神奈川県立金沢文庫開

館 75 周年記念企画展　頼朝・範頼・義経―武州金

沢に伝わる史実と伝説―』神奈川県立金沢文庫（6

巻pp.32-33を紹介）

千葉 毅・釼持輝久・塩原 健 2020「赤星直忠による

1947年の横浜市薬王寺貝塚（称名寺E貝塚）発掘調

査」『横須賀市博物館研究報告―人文科学―』64（6

巻 p.17 を転載）［https://www.museum.yokosuka.

kanagawa.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/

j64-2_Chiba_et_al_2020.pdf］

５） 平成 31 年度〜令和 2 年度神奈川県立歴史博物館総合

研究「神奈川県域における大正・昭和期の文化財保

護・地域史研究と在野研究者の関係性をめぐる研究」

による。研究代表者：千葉毅［考古学］、研究分担者：

神野祐太［中世・彫刻史］、武田周一郎［現代史］。

６） 参考として、赤星直忠関連資料の所蔵を把握できた

機関および当該資料が掲載されている関連目録等を

記しておく。

 ・横須賀市自然・人文博物館

横須賀市博物館編 1983「赤星直忠博士寄贈考古

資料目録」『横須賀市博物館資料集』第7号

横須賀市自然・人文博物館編 1992「赤星直忠博

士寄贈図書目録」『横須賀市博物館資料集』第

16号

横須賀市自然・人文博物館編 2007「赤星直忠博

士寄贈抜刷・図書等目録」『横須賀市博物館資

料集』第32号

 ・赤星直忠博士文化財資料館

 ・神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館編 2021『神奈川県立歴

史博物館資料目録　赤星直忠旧蔵資料目録』

［https://sitereports.nabunken.go.jp/90279］

 ・神奈川県教育委員会

神奈川県立埋蔵文化財センター編 1996 〜 1999

「寄贈資料紹介「赤星ノート」」『神奈川県立埋

蔵文化財センター 年報14〜年報18』

 ・東京国立博物館

東京国立博物館編 1986『東京国立博物館図版目

録・古墳遺物篇（関東Ⅲ）』

東京国立博物館編 2003『東京国立博物館図版目

録・縄文遺物篇（骨角器）』

東京国立博物館編 2005『東京国立博物館図版目

録・弥生遺物篇（金属器）増補改訂』

東京国立博物館編 2009『東京国立博物館所蔵骨

角器集成』

東京国立博物館編 2013『東京国立博物館所蔵骨

角器集成2　鹿角製刀剣装具篇』

東京国立博物館編 2017『東京国立博物館図版目

録・経塚遺物篇（東日本）新訂』

国 立 文 化 財 機 構 所 蔵 品 統 合 検 索 シ ス テ ム

ColBase［https://colbase.nich.go.jp］

 ・東京大学（考古学研究室・総合研究博物館）

東京大学文学部考古学研究室編 1951『東京大学

蔵版文学部考古学研究室蒐集品考古図編　第

11輯』

 ・神奈川県立金沢文庫

千葉 毅 2020「神奈川県立金沢文庫保管の考古資

料とその来歴―横浜市称名寺貝塚の縄文時代
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遺物を中心に―」『金沢文庫研究』第344号

 ・鎌倉国宝館

 ・国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館編 2008『国立歴史民俗博物

館資料目録［7］直良信夫コレクション目録』

７） 所蔵者である赤星直忠博士文化財資料館としても、赤

星の没後 30 年を迎える中で、赤星の関連資料を広く

活用されるようにしたいとの意向があった。そのた

め、公開についてもスムーズに方向性を共有できた。

８） 公開にかかる権利処理としては、ノートの所蔵者（赤

星直忠博士文化財資料館）および著作権者として赤

星直忠のご遺族にオンライン公開の承諾をいただい

た。ただ、本ノートが未刊行（未公表）の著作物であ

ることは注意しておきたい。未公表の著作物は、著作

者人格権に含まれる「公表権」により保護される。著

作者人格権は著作財産権と異なり、一身専属的（相続

されない）かつ死後も保護される権利であるため、厳

密にはご遺族にも公表を許可する権利はない。ただ、

実際には著作者が亡くなった後に人格的利益を行使

するのは原則としてご遺族であることから、本件で

はご遺族からの承諾をもって公開することとした。

 　なお、ノートに貼付された私信等の著作権者まで

辿ることは困難であったため、今回の公開では当該

部分は非公開とした（後述）。

９） 本アーカイブを知らない人へ届くためには、通常の

検索エンジンにいかに引っ掛かるか、「赤星直忠」と

検索して上位に表示されるかが重要となる。

10） 「I.B.museum SaaS」は博物館資料に特化したクラウ

ドデータベースであり、データベース構築から公開

ページの作成まで操作性が良い。加えて、10MBまで

の画像をアップロード可能な点、画像のダウンロー

ド機能、SNS連携機能等も充実していることから、今

回の公開システムに採用した。

 　また、神奈川県立歴史博物館では、音声ガイドアプ

リ「ポケット学芸員」運用のため、既に「I.B.museum 

SaaS」を導入していた。そのため、本データベース

運用にあたっても追加の料金や手続きなく利用する

ことが可能だったことも採用の大きな理由である。

11） https://sitereports.nabunken.go.jp

12） 個人情報の保護に関する法律（いわゆる個人情報保

護法）では生存する個人が対象であり、本件では、ほ

ぼ対象とならない。本件では主に以下を参照した。

神奈川県立公文書館条例施行規則

［https://archives.pref.kanagawa.jp/www/

contents/1549906130354/index.html］

神奈川県立公文書館資料の閲覧制限の審査基準

［https://archives.pref.kanagawa.jp/www/

contents/1583821411634/index.html］

デジタルアーカイブ学会 肖像権ガイドライン

［http://digitalarchivejapan.org/bukai/legal/

shozoken-guideline/］

13）館蔵資料ではなかったから自由利用での公開ができ

たという面もある。館蔵資料であれば特別利用の手

続きが条例で定められているため（神奈川県立の博

物館条例第7条）、CC BYでの公開は現状では少々難

しい。

14）この公開方針・方法は、公立博物館におけるパブ

リックドメイン（PublicDomain）でのデジタルアー

カイブ公開の先駆的事例である足立区立郷土博物

館 収 蔵 資 料 デ ー タ ベ ー ス［https://jmapps.ne.jp/

adachitokyo/］を大いに参考にした。

15）クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセン

ス（CC BY 4.0）［https://creativecommons.org/

licenses/by/4.0/deed.ja］

16）現在の翻刻状況は686件中225件である（うち判読不

可文字を含むのが45件）（2021年12月10日時点）。

17）利用者が主体的に参加でき、集合知を活かしたデジ

タルアーカイブとして「みんなで翻刻」［https://

honkoku.org］を参考にした。

＊ 参照ウェブサイトの最終閲覧日はいずれも2021年12月

10日である。
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